
 
 

委託実施区（本区を除く 17区）における取組状況について 

 

区分 委託実施区[17区]の状況 

公募・選定 公募方法 ■ プロポーザル方式[15区]  その他[2区] 
 

 選定委員会構成 ■ 内部委員のみ[6区] 

■ 外部委員あり[11区] 内、保護者委員あり[2区] 
 

 事業者の参加資格 ■ 法人格の有無等 

① 法人格を有すること[10区] 

・法人種別による制限 なし[10区] あり[0区] 

② 法人・個人等の別なし[7区]  

■ 法人の所在地 

① 制限なし[13区] 

② 制限あり[4区] 

・23区内[1区] 

・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県[3区] 

・関東 1都 6県[1区] 

■ 法人の運営実績 

① 制限なし[12区] 

② 制限あり[5区] 

・学童クラブ等 1年以上[3区] 

・類似事業を含む年数なし[2区] 

 

引継ぎ ■ 引継ぎ期間 

1～2か月[6区]  3か月[5区]  12か月[1区] 

特段の定めなし[5区] 
 

委託開始後の運営支援等 

【他区の特徴的な取組】 

○ 所管課及び公認会計士による一次評価と外部委員を含む

評価委員会の二次評価でモニタリングを実施している。 

○ 区直営の児童館、子ども家庭支援センター及び子ども総

合センターに、委託学童クラブ巡回担当者（区職員）を

配置し、定期的な履行状況の確認、運営状況の把握、情

報提供及び助言等を行っている。 

○ 公営の児童館の館長を運営主任として位置づけ、運営に

関することを指導・監督している。 

○ 毎月児童館長会、施設長会を開催し、連絡や館長及び施

設長がいつでも相談できる体制を整えている。 

○ 放課後コーディネーター（元児童館長、元校長等）が定

期的に訪問し、運営状況の把握や情報提供、助言等を行

っている。 
 

※ 杉並区調査による。 

参考資料 5 

裏面あり 



 

23区における学童クラブの民間委託状況【前回配布「参考資料 3」から再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 杉並区調査による。 

平成30年4月1日現在

社会福祉法人 学校法人 ＮＰＯ法人 株式会社 その他法人 任意団体等 小計

A B ア イ ウ エ オ カ C

（B/A％） （ア/A％） （イ/A％） （ウ/A％） （エ/A％） （オ/A％） （カ/A％） （C/A％）

48 36 9 3 12

（ 75% ） （ 25% ）

6 4 2 2

（ 67% ） （ 33% ）

13 4 9 9

（ 31% ） （ 69% ）

34 6 1 2 19 6 28

（ 18% ） （ 82% ）

27 0 1 6 20 27

（ 0% ） （ 100% ）

37 25 2 10 12

（ 68% ） （ 32% ）

21 0 8 1 12 21

（ 0% ） （ 100% ）

40 0 22 9 2 7 40

（ 0% ） （ 100% ）

19 7 4 3 2 3 12

（ 37% ） （ 63% ）

25 17 4 4 8

（ 68% ） （ 32% ）

88 35 1 6 46 53

（ 40% ） （ 60% ）

18 0 18 18

（ 0% ） （ 100% ）

26 0 26 26

（ 0% ） （ 100% ）

62 36 4 2 20 26

（ 58% ） （ 42% ）

26 3 13 6 1 3 23

（ 12% ） （ 88% ）

51 0 19 7 25 51

（ 0% ） （ 100% ）

90 50 7 10 21 2 40

（ 56% ） （ 44% ）

88 5 6 4 3 70 83

（ 6% ） （ 94% ）

37 37 0

（ 100% ） （ 0% ）

61 61 0

（ 100% ） （ 0% ）

22 22 0

（ 100% ） （ 0% ）

23 23 0

（ 100% ） （ 0% ）

71 71 0

（ 100% ） （ 0% ）

933 442 99 6 56 242 18 70 491

（ 47% ） （ 11% ） （ 1% ） （ 6% ） （ 26% ） （ 2% ） （ 8% ） （ 53% ）
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